
○
福
島
県
農
産
物
検
査
に
係
る
登
録
申
請
等
手
数
料
条
例 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日 

福
島
県
条
例
第
百
三
十
二
号 

福
島
県
農
産
物
検
査
に
係
る
登
録
申
請
等
手
数
料
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

福
島
県
農
産
物
検
査
に
係
る
登
録
申
請
等
手
数
料
条
例 

（
手
数
料
の
徴
収
） 

第
一
条 

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
日
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
く
登
録
検
査
機
関
の
登
録
、
法
第
十
九
条
第
一
項
に

基
づ
く
登
録
検
査
機
関
の
変
更
登
録
、
法
第
十
八
条
第
一
項
に
基
づ
く
登
録
検
査
機
関
の

登
録
更
新
に
係
る
申
請
者
か
ら
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
手
数
料
を
徴
収
す

る
。 

（
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

手
数
料
の
額
は
、
一
件
に
つ
き
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

農
産
物
検
査
に
係
る
登
録
検
査
機
関
の
登
録 

法
第
十
七
条
第
二
項
（
登
録
検
査
機
関
の
登
録
）
の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く
。）

に
係
る
も
の 

一
件
に
つ
き
十
五
万
円 

二 

農
産
物
検
査
に
係
る
登
録
検
査
機
関
の
変
更
登
録 

ア 

法
第
十
九
条
第
一
項
（
変
更
登
録
）
の
変
更
登
録
（
同
法
第
十
七
条
第
四
項
第
四
号

（
登
録
事
項
）
の
登
録
の
区
分
の
増
加
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の 

一
件

に 

つ
き
十
五
万
円 

イ 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
変
更
登
録
（
同
法
第
十
七
条
第
四
項
第
三
号
の
農
産
物
の
種

類
ま
た
は
同
項
第
五
号
の
区
域
の
増
加
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の 
一
件

に
つ
き
三
万
円 

三 

農
産
物
検
査
に
係
る
登
録
検
査
機
関
の
登
録
更
新 

法
第
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
検
査
に
係
る
も
の 

一
件
に
つ
き
一
万
百
円 

（
手
数
料
の
納
付
方
法
） 

第
三
条 

手
数
料
は
、
福
島
県
収
入
証
紙
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
手
数
料
の
不
返
還
） 

第
四
条 

既
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。 

（
過
料
） 

第
五
条 

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ

の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万

円
を
超
え
な
い
と
き
は
、
五
万
円
と
す
る
。
）
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

附 

則 



こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


